
加西市創業支援資金等保証料補給金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市内において創業を行おうとする者が融資を受ける場合に、兵庫

県信用保証協会（以下「保証協会」という。）が徴収する信用保証料（以下「保証料」

という。）の一部を市が負担する補給金（以下「補給金」という。）の交付に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

（保証料補給の対象者） 

第２条 交付対象となる者は、兵庫県中小企業融資制度要綱に基づき、保証協会が保証

を付する開業資金融資又は保証協会の創業関連保証、創業等関連保証若しくは再挑戦

支援保証を付する融資で自治体が実施する制度融資を除く融資（以下「融資」という。）

を受けようとする者で、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。 

（１） 市内に主たる事業所若しくは事務所を有し、又は設置しようとする者 

（２） 市税等を滞納していない者 

（補給金の額） 

第３条 補給金の額は、予算の範囲内において、保証料の２分の１の額とし、その額に

１円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

（補給の申請） 

第４条 補給金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、保証協会の

保証申込み前に、創業支援資金等保証料補給金交付申請書（様式第１号。以下「申請

書」という。）に融資申込書及び保証協会の定める信用保証委託申込書を添えて、市

長に提出しなければならない。 

（交付決定通知） 

第５条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、

創業支援資金等保証料補給金交付決定通知書（様式第２号）により、申請者に通知す

るものとする。 

（交付決定の取消し） 

第６条 市長は、融資が実施されなかったときは、補給金の交付決定を取り消し、創業

支援資金等保証料補給金交付決定取消通知書（様式第３号）により、申請者に通知す

るものとする。 

（実績報告及び額の確定） 

第７条 実績報告及び補給金の額の確定の通知については、保証協会と別に締結した信

用保証料負担契約に基づき発行された請求書等をもって省略することができる。 

（補給金の支払） 

第８条 保証協会は、１月ごとに保証料明細を添えて、保証承諾した当該融資に係る保

証料の２分の１の額を市長に請求するものとする。 

２ 市長は、前項の請求を受けたときは、審査のうえ、速やかに支払うものとする。 

（補給金の返還） 



第９条 市長は、補給金を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、保証協会

に対して支払った補給金の全部又は一部を返還させることができる。 

（１） 偽りその他不正な手段により補給金を受けたとき。 

（２） 繰上償還等により、保証料に変動があるとき。 

（３） その他市長が補給金の交付を不適当と認めたとき。 

（報告又は調査） 

第 10条 市長は、補給金に係る事務を適正に執行するため必要があると認めるときは、

保証協会に対して必要な報告をさせ、又は当該職員に、帳簿書類等を調査させること

ができる。 

（その他） 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成 31年４月１日から施行する。 

 

 

  



様式第１号（第４条関係） 

 

創業支援資金等保証料補給金交付申請書 

 

   年  月  日 

加西市長  様 

住所又は所在地 

氏名又は名称       ㊞ 

電話番号    （    ）     

 

加西市創業支援資金等保証料補給金交付要綱第４条の規定により、下記のと

おり申請します。 

 

記 

融資制度名 

□兵庫県中小企業等融資制度新規開業貸付 

□兵庫県中小企業等融資制度再挑戦貸付 

□兵庫県信用保証協会の創業関連保証、創業等関連保証 

又は再挑戦支援保証を付した融資 

（融資名：                   ） 

融資申込額                     円 

融資期間 
月 （据置   月） 

    年  月  日～    年  月  日 

取扱金融機関名 
金融機関名： 

支店名： 

【添付資料】 

□融資申込書 

□保証協会の定める信用保証委託申込書 

□印鑑証明書 

□納税証明書（市税完納） 

□法人企業については、登記簿謄本 

□固定資産税評価証明書 

□事業概要（事業計画書、確定申告書 等） 

  



様式第２号（第５条関係） 

 

創業支援資金等保証料補給金交付決定通知書 

 

   年  月  日 

     様 

加西市長      ㊞ 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった創業支援資金等保証料補給金交付申請書に

ついて、加西市創業支援金等保証料補給金交付要綱第５条の規定により、下記のとおり交付

決定しましたので通知します。 

なお、保証料の補給は、同要綱第３条に規定する額を保証協会へ支払うことにより申請者

への補給とします。 

 

記 

交付決定額 
保証協会の保証承諾を得た借入金額に係る保証料の２分の

１の額 

融資制度名 

□兵庫県中小企業等融資制度新規開業貸付 

□兵庫県中小企業等融資制度再挑戦貸付 

□兵庫県信用保証協会の創業関連保証、創業等関連保証 

又は再挑戦支援保証を付した融資 

（融資名：                   ） 

融資申込額                     円 

融資期間 
月 （据置   月） 

    年  月  日～    年  月  日 

取扱金融機関名 
金融機関名： 

支店名： 

※保証協会の保証申込時に本通知書を提示してください。 

 

  



様式第３号（６条関係） 

 

創業支援資金等保証料補給金交付決定取消通知書 

 

   年  月  日 

     様 

加西市長      ㊞ 

 

 

    年  月  日付けで交付決定した創業支援資金等保証料補給申請書について、

加西市創業支援金等保証料補給金交付要綱第６条の規定により、交付決定を取り消しまし

たので通知します。 

 


